
川内北中学校自転車通学規則 亀山小方面の通学路 

 

１ 自宅から下記のルート（国道44号）を通学路とする。 

２ 左側通行を原則とし，歩道を通ることとする。 

３ 点線の部分は「学校周辺の登下校のルール」どおりとする。 

 

 

 

❶ 

❷ 

※ 歩道が狭いので、ガードレール等に

気を付け、歩行者優先。 

※ コンビニの駐車場を

横切らない。 


